
琉球大学学術リポジトリ

教育における能力主義についての原理的考察に向け
て :
黒崎勲の能力主義論の検討を通じてその論点設定を
行う

言語: 

出版者: 琉球大学教育学部

公開日: 2007-07-25

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 長谷川, 裕, Hasegawa, Yutaka

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/1171URL



教育における能力主義についての原理的考察に向けて
－黒崎勲の能力拍義論の検討を通じてその論点設定を行う－
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的な達異がなく、階層によらずだれもが教育に高

い価値をおいている社会一という性格を帯びる

ようになっていく経緯とその帰結とについて、そ

してその性格が揺らぎゆく近年の趨勢について論

じている。苅谷によれば、大衆教育社会は、その

重要な－０１１１面として、「メリトクラシーの大衆化

状況」－メリトクラシーの正当性が大衆的な規

模で承認されている状況一という特徴を有して

いる。苅谷のこの著警では、学力による序列化、

成繊による生徒の差異的処遇を「差別」とみなす

見方（｢能力主義的差別教育」論）が、戦後のあ

る時期から普及し教育を論じる際の「常職」とも

言うべき見方となったことが、そしてこの見方が

メリトクラシーを批判するようでありながら、そ

の実メリトクラシーの大衆化状況の成立・維持の

機能を果たしてきたことがiMWられている2)。

一方竹内洋（1995）は、「マス競争状況」－

－部のエリート厨やエリート志願者のみならずか

なり広範な人々が、メリトクラシーの原理に基づ

く競争過程に、ある種の能動性・自発性をもって

参入している状況一一を戦後日本社会の特徴のひ

とつであると捉え、その状況の性格と、それを発

生させ存続させている要因とについての実証的な

解明を、またその解明にとって有効な理鏑枠組み

の設定をテーマとしたものである。戦後日本にお

けるマス競争状況の解明というそのモチーフは、

苅谷（1995）のモチーフとも非常に近い。ただ

し竹内洋（１９９５）の場合、マス競争状況の発

生・存続の要因を、「選抜システムの構造」の有

り様の中に探ろうとしている。避抜システムの構

造という、競争の社会過程そのものに内在する要

Ｉ本稿の目的

私は、能力主義について、特に教育という社会

領域におけるそれについて、原理的に徹底追究を

していきたいと思っている。その場合、どのよう

な問題を追究すべき論点として設定するのがよい

のか。本稿の目的は、その論点設定の作業を行う

ことである。木稲ではそのために、能力主義につ

いて、特に教育という社会領域においてそれがも

つ意味について、少なくとも一定レベルまでは原

理的な追究を行っていると私には読める、黒崎勲

の所論を取り上げ、そこで論じられていることを

吟味し、その中から上記諸論点を抽出するという

手順をとることにする。

黒崎は、約10年前．『現代日本の教育と能力主

義共通教育から新しい多様化へ』（黒崎１９９５）

という薯瞥を発表した。後でも触れるが、黒崎は

この著書の序章の中で、「本密で筆者が課題とす

る」のは「能力主義批判の原理的考察」である旨

を述べている（1995:１０）ｎ.私は、この著欝は

確かにそのような内実を備えていると思う（そう

言える理由は、後にⅡで、黒崎の論を私がどう理

解したかを示す中でわかってもらえるだろう)。

黒崎（1995）が発行された1995年には、教育

における能力主義を論じた重要な著欝が他にも出

版されている。苅谷（1995）と竹内洋（1995）

である。

苅谷（1995）は、戦後日本社会がこの著書の

タイトルにある「大衆教育社会」－多くの人々

が長期間にわたって教育を受けることを望み、実

際に受けている社会であり、しかもその点で階厨

･琉球大学教育学部
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方の近年の揺らぎの様相はどのようなものであり
その要因は何なのかなど、教育システムにおける

能力主義と密接に関わる諸現象について様々に論
じており、その点での重要な知見や仮説的な樹図

を醤横し発展させてきている。

しかし、そうした諸現象が引き起こされている

鮮台である教育制度の、それら諸現象の発生に密

接に関わっている制度原理の方に、すなわち能力

主義そのものに焦点化し原理レベルで検討するよ
うな識論は、必ずしも進んでいない。もっとも例

えば、社会学では立岩（1997）とそれ以後の彼

の論考が、哲学では竹内（1993）とそれ以後の

彼の論考が、能力主義についての原理的な考察を

行っており、かつそこには教育への筒及も（当然

といえば当然のことだが）あり、それらは教育研

究にとっても大いに参考になるし、すべきもので

ある。しかし、教育こそを主要な対象領域に柵え、

教育について立ち入った分析を行いつつ、教育に

おける能力主義を原理的に考察する、そのような

識論は、私には進展しているようには見えない。

教育における能力主義に関わる議論の現状をこ

のように把握していることが、本稿が、発表後既

に10年余り経過している黒崎の能力主義論を取り

上げＳその検討を介して教育における能力主義に

ついての原理的考察の諸論点を探ろうとするゆえ

んである。

以下、Ⅱでは黒崎の能力主義論がどのようなも

のかをおさえる。取り上げるのは黒崎（１９９５）

が中心にはなるが、それだけには限定されない。

mでは、その論の検討を行う。検討の際のスタン

スは述べてきたように、特に教育における能力主

義について原理的に追究する上での諸論点の抽出

を行うことである。その行諭の中で黒崎の論に対

する批判的な論評を行うこともあるが、それは、

蝋崎が論じていることの中に含まれている、今後

より詰めて考えていかなければならない諸論点を

浮かび上がらせるためのものである。その諸論点

とは何かは、mでの議論を踏まえつつ、Ⅳにて整

理して示していきたい。

素に、その社会過程に巻き込まれる人々の範囲の
広さやその程度の激しさを生み出す要因を見出
し、「自律化／自己準拠化」という言葉でその競
争の性格を捉えようとしている点が、竹内の論の
特徴であると脅える。なお、竹内洋（1995）は
さらに、この点でも苅谷（１９９５）と似ているが、

自律化／自己地拠化した競争の空洞化状態一
人々がそこに能動的にコミットしなくなる状態一
一が近年出現してきていることを指摘している。鋤

｜]本の散育lilf究の分野では1995年以後も、能

ノｊｉ昌縦に関わる砿鰹な研究成果が発表されてい

る。例えばAli行（2〔)01）は．jMitlL（1995）で論・

じらｵ'たｌ能ﾉﾉl識的鑛伽1救瀞」iliiiと|剛様に学力

にもとづく化従の序刑づけを忌避する見方が、こ

の伽の散ff政輔をも文１１Mし．政鍬瑠局による受験

鯛争のⅡEﾉﾉをｌ９める施蹴をリ|きⅡ)したことを、そ

のjWi采、受験という、′|《彼に勉lilしようと思わせ

る上でのわかりやすいインセンティプが弱まり、

勉強に向かうやる気と努力における格差（｢イン

センティプ・ディパイド｣）の拡大が、とりわけ

階廟間のその格差の拡大が進行していることを明

らかにし、そうした事態を問題視している。

また、久富（2004）は、戦後日本社会におい

て「競争の教育」という独特の学校教育システム

のあり方一「『競争価値（競争に勝つことが何

より大事とする価値指向)』が、学校教育の諸要

素・諸活動の全般を事実上おおってしまう教育の

あり方」－が、それの「企業社会」に対する適

合性という条件に支えられつつ長らく圧倒性を呈

していたこと、しかし1990年代以降の企業社会

の変容とともにその条件がくずれ始めると、この

学校教育システムのあり方もまた揺らぎを見せる

ようになったこと、しかし企業社会の変容は職業

生涯における生き残り競争のいっそう激化をもた

らしており、そのことに伴って学校教育システム

の中での競争という要素も、決して消滅したわけ

ではなくこれまでとは異なる位髄が与えられつつ

存続し、そのシステムも「新・競争の教育」とし

て再編されつつあること、を論じている。

これら黒崎（1995）以降の諸研究は、戦後日

本の教育システムが能力主義によって規定されつ

つどのようなあり方をしてきたか、そのあり方の

成立・存続の条件はどのようなことか、そのあり

Ⅱ黒崎の能力主義論とはどのような議論か

直前に述べたように、Ⅱでは、黒崎の能力主義

－８０－
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論とはどのようなものかについての私の理解を示

す。私は、黒崎の能力主義論は６つの住を立てて

おさえられるのではないかと考えている。以下、

それら６つの柱を各々１～６で論じていく。

の論を榊成するテクニカル・タームのひとつとい

う位置を有しているように思われる。

では、理念とは何か？私は、黒崎が「理念と

は……だ」という形でこの概念を明瞭に定義して

いる樹所を確認することはできなかった。ただお

そらく、黒崎が引いている（1999a:8）「教育政

策とは梅力に支持された教育理念」（宗像1971:1）

といったくだりの中での宗像による理念という概

念の使用法が、黒崎自身がこの概念を用いる際の

元になっていると考えてよかろう。

宗像は、上に引用したくだりに続けて、「教育

理念というのは、教育の目的と手段と、内容と方

法との総体を懲味し、そこには当然何らかのイデ

オロギーが貫いている」（ibid,）と述べている。

この宗像の言葉が理念という概念を厳密に定義づ

けているものだとは富えないが、ただ宗像は、あ

る社会領域で生起するできごと総体を一定方向に

方向づける原理というような意味合いでこの概念

を用いていると見ていいだろう。そしてこの点は、

黒崎がこの概念に込めている意味合いとも重なっ

ていると考えていいだろう。

しかし、黒崎は、教育を論ずる場合、教育とい

う社会領域で生起するできごと総体を論じるとい

うのではなく，その「制度」レベルを議論の焦点

に据えようとしている。では、制度とは何か。こ

の概念についてもまた､･私は「制度とは……だ」

という形での明瞭な定義を黒崎の論の中に見出す

ことができなかった。だが、制度について触れて

いる複数の箇所を総合して読みとってみると、

人々が担い取り結ぶ社会過程や社会関係が元々の

実体であるにもかかわらず、その人々の意思から

自律化して運動し、そこに関わる誰によっても自

由に統御することのできない、むしろしばしば

人々が意図していたところとは異なる結果を引き

起こし、また人々の意識と行為のほうを規定し方

向づけるようなもの（１９９９ａ:１－２，１５‐１６；

2000:149）－黒崎はこのような意味合いで制

度という概念を使用しているように思われる。

制度とはそのように､人々による統御が困難で、

逆に人々を拘束してくるものなのではあるが、黒

崎は制度のそうした統御困難性・拘束性という性

格を否定的にのみは見ない。黒崎は、どんな理想

も、それを制度という形式に乗せ、人々の意識と

１能力主義批判の原理的考察一能力主義
に対して採る基本的スタンス

能力主縦なるものの原理を捉え、その原理のレ

ベルでこれを定義し、そして批判する。－能力

主義に対して黒崎が採ろうとしているスタンス

は、このように言い表すことができる。黒崎自身

の詩葉で言えば、それは「能力主義批判の原理的

考察」（1995:10）ということになる。

黒崎がそうしたスタンスを採ることを強調する

背擬には、Ⅱ本の教育研究（特に「教育学」とい

う肴板を掲げなされてきた研究、ということにな

るだろう）における従来の能力主溌批判論に対す

る、黒崎の大きな不満が存している。その不満と

は、従来の能力主義批判論は、上記の黒崎のスタ

ンスとは正反対に、能力主義の原理をきちんと捉

え、原理のレベルでこれを批判しようとせず、そ

の批判のターゲットはもっぱら、能力主義にもと

づく政策の個々の動向であったり、能力主義がも

たらす個別の教育状況であったり、能力主義から

派生する「病理」的な（能力主義の原理から必然

的に派生するものではない、この原理にとって本

質的ではない）現象であったりするにすぎない、

というものである。黒崎からすればそのような批

判は、批判の対象を「戯画化」するものである

(1995：24-25,69,73-74,76,78;1999a:138)。そ

の論はまた、しばしば能力主義こそが今日の教育

問題の根源的原因だとまで論じているにもかかわ

らず、以上のような問題点を孕んでいるとすれば

論理必然的なことだろうが、能力主義を原理的な

レベルで「定義」することさえしていない、とい

う（1995:10)。

２「制度理念」としての能力主義一能力

主義なるものの位置

黒崎は、本稿がここまでに用いてきた、能力主

義の「原理」という概念とほぼ同義に、能力主義

の「理念」という概念も用いている`)。黒崎の論

の全体を見てみると、理念という概念の方が、そ

－８１－
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こうした難しい問いに対するひとつの回答を提示

するものとなっている。したがって、能力主義の

理念を批判しそれに代わる理念を提起する際に

も、その新たな理念は、上記の２つの条件＝社会

のリアリティが回答を迫ってくる問いに対する、

能力主義とは異なる有効な回答という内実を備え

たものでなければならない。－黒崎はそのよう

な趣旨の主張を行っている（１９８９:１６５－１６６；

1995:75-77,117;１９９９a:138-139)。

黒崎は、やはり能力主義の理念を批判する際踏

まえなければならない条件に当たることとしてさ

らに、人々の「生来の資質的能力・知性・体力」

に「自然的差晁」が存編していること、「社会が

不平等な地位によって階層化されていること｣、

とりわけ教育における能力主義批判と関わること

として、「学校制度が諸個人を既存の社会的分業

の枠組みにもとづいて分化させるという機能をは

たしていること」も挙げている（1989：１６６：

1995:6,37,96.100,148；l999aI191)。これらと

先の２条件と、それら各々がどのような位置を占

め互いにどう関連し合っているかを、黒崎は十分

に論じてはいないが（ただし部分的には論じてい

る。1989:166；1995:96)、それらが全体として、

能力主義に代わる理念を提起しようとする際に回

答を迫られる問いの源泉である、「社会のリアリ

テイ」を梢成していると、黒崎は見ていると考え

てよかろう。

行為を制度の力を借りてその理想の方向に方向づ

けることなしには、実際に力をもつことはない、

と考える（1999a:1)。そう考えて黒崎は、自身

の教育理論を、「制度としての教育」が今どうあ

るかを把撮し、行政・政策を通じて、その既存制

度を部分的に組み替えつつ活用したり、場合によ

っては新たな制度に作り替えたりして，どうすれ

ば一定の理想を実現することができるかを考える

ための理論であるとし、それを「教育行政＝綱度

総」と名づけている（1999a:v､2)。

制度なるものに対してそのようなスタンスを採

る黒崎の敬育行政＝IliIl度諭において、極めて重要

視されているのが．Ijll度のもつ理念＝「制度理念ｊ

である（l999ll:１５％Iljll腹が人々の行為,意識を

拘束しつつ翅鋤していくその力Inll1liを、それは波

現していると鰍えていいだろう。そｵ1はまた、fliIl

度の有り繊を正山化するi傭j1l1としての働きをする

ものでもある。制度の組み称え．作り替えを試み

る際にも、その新たな制度の制度理念をどのよう

なものとして榊想するかが砿要になってくる。

黒崎は、教育という制度における制度理念とし

て、能力主義の理念がこの間「中心理念」の位慨

を占めてきたし、さらにそれは「近代社会の基本

的なあり方と関わる社会檎成原理」でもあり「現

代社会制度の最大の正当化理念」でもあると捉え

ている（1995:9,95)。そう捉えた上で黒崎は、そ

のような「能力主義の理念を厳密に批判すること」

が、教育行政＝制度論にとっての「最大の理輪的
課題」であると考えている（1995:9)。 ４能力主義とは何か－階層化一般及び業

績主義との違い

黒崎は、社会の成員に諸資源が、少なくとも完

全に均等な形では配分されず、何らかの基準に基

づき不均等配分がされて、その結果社会に何らか

の階腐性が生じること一般は、否定的には評価し

ない。それは、３で見た社会のリアリティの中身

に含まれていることである。黒崎は、そのように

社会を階層化する一般的なメカニズムと能力主義
の理念に基づく階層化メカニズムとを区別し、後
者に特殊なものは何かを明確にしなければならな
い、と考える（1995:117-118;1999a:141)。

ここで、一般には能力主義がどういうものと見

なされているかを確認しておこう。能力主義とい
う概念の定義として、いくつかの教育関係の事典

３「社会のリアリティ」を踏まえた能力主
蕊批判の追究

蝋崎は、能力主雛の理念を批判しこれに代わる

理念を提起しようとする際、次の２つの「条件」
を「1MI樋としてjii(腿しておかなければならない」
という。すなわち、「資源の穏やかな稀少性｣、及
び「諸個人の利害の対立｣、である。資源が無尽
蔵にあり誰もが望めばそれを得られるというので
はない、また人々が常に利他的に他人の利益を優
先して行動するわけではない、こうした制約条件
－黒崎はそれを「社会のリアリテイ」と呼ぶ一
一の下で、資源の配分や漉得をめぐっていかなる
社会的ルールを打ち立てるか。能力主義の理念は

－８２－
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類を見てみると、「個人の収入・地位・処遇など

が、その個人の能力や業績に応じて決められるべ

きだとする考え方」（『現代教育方法事典』２００４

年)、ｒ社会的価値（収入・地位など）の配分が、

各個人の能力・業績に応じてなされるべきである

との考え方」（『現代教育学辞典』1988年)、「能

〃の違いによって社会的・経済的貢献度が違うこ

とを前提にし、能力差に基づいて地位や収入、機

会などが配分されるべきであるという考え方や制

度」（『新教育社会学辞典』1986年)、などとある。

それらに見られるように、収入・地位・処遇など

の社会的価値を各個人の能力や業繍に基づいて差

典をつけつつ配分することを花当だとする、社会

的価値の配分原理のことを、一般に能力主義と呼

んでいる、このように考えていいだろう。

だが黒崎は、そのように一般には能力主義と見

なされているものを能力主義と呼ぶことに反対す

る。黒崎はそれを「業績原理」ないし「業績主義」

と呼ぶべきであるとする。黒崎は、「一般に近代

において成立した社会は、〔……〕個人は身分な

どへの帰属によって処遇されるのではなく、本人

の能力と努力の帰結としての業績によって社会的

な価値づけを獲得することになる」と述べ、その

ことを正当とする考えを業績原理・業績主義と定

義している。その定義の中身は、上で能力主義の

一般的な定義としたものとほぼ同義と見ていいだ

ろう。しかし黒崎によれば、能力主義は、業繊主

義ともちろん関係はあるが同一視はできないもの

である。その両者の関係に関して黒崎は、「能力

主義の理念は、〔……〕業績主義の実質化の過程

で新しく発生することになった社会問題の原因と

して、あるいは、すくなくともそれとかかわって

存在するというべきだ」と述べている〈1995:40

42’119,154;1999a:142；2000:33)。つまり、能

力主義と業綱主義との関係について黒崎は、前者

は後者が社会に浸透していく過程の中で派生し

た、後者のある特殊形態である、と考えていると

解釈できる。

ここまで黒崎においては、能力主義は、階層化

の一般的メカニズムとも、また業績主義とも異な

るものを意味することを見てきた。これら三者の

間には、階厨化の一般的メカニズムコ業鎖主義的

なそれつ能力主義的なそれ、という関係があると

見てよかろう。つまり、階層化の一般的メカニズ

ムの中の特殊形態である業績主義、そのさらに特

殊形態である能力主義、という関係である.では、

能力主義の特殊性とは何か。

黒崎は、能力主瀧とは次のようなものだと定義

する。

「能力主義とは、階層化のメカニズムが社会的

国家的制度として一元的に整備され、諸個人の能

力の差異がそうした一元的に整備された制度を通

して把撮され、管理されるに至った近代社会の特

定の段階における階厨化の特定の形態をいう」

(1999a:1431995:119.154-155)。

この能力主義定義のポイントは．多少嵩葉を補

いつつ述べれば、次の３点であると考えられる。

①全体社会を網羅して通用する、ある「一元的」

基準でもって人々を階層化するメカニズムが、

「社会的国家的制度」として成り立っている

（それとは別に全体社会の中の諸部分社会で、

人々を階層化する、その部分社会に特殊な諸階

層化メカニズムが作動しているかもしれない

が、そうした部分メカニズムを凌駕するような

形で)。その下での階層化のあり方が能力主義

的なそれということになる。

②その階層化の基準は、「諸個人の能力の差異」

に関わるものであり、その差異が①の「社会的

国家的制度」によって把握・管理されることに

なる。

③そうした能力主義は、②のように「能力の差異」

に基づき人々を階層化するものだが、しかし業

繍主義一般とは異なって近代社会に一般に存在

するものではなく、そのある特定段階において

発生・普及した業績主義の特殊形態である。

５ロールズの正義論一能力主義に代わる

社会の理念

黒崎は、「社会の原理」としての能力主義を批

判しそれに代わる理念を提起する蟻論として－

つまり、全体社会レベルの現存の支配的な階層化

制度の理念である能力主義を批判し、能力主義と

は異なる全体社会レベルの階層化制度の理念を提

－８３－
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114;１９９９a:１４４１４６)。

③ロールズは、３で論じた「社会のリアリティ」
を「正義論の環境」と呼び、議論を展開する際

の前提に据えている（１９８９:１６５‐１６６；

１９９５:75,96;１９９９a:138-139)。

④そのことの系として、ロールズは．人間の「社

会的利他的動機」に過剰に依拠した形で能力主

義を批判したりそれに代わる理念の現実化を追

求したりしない。ロールズは、人間は一般に、

「合理的で機能的」であり、互いの問の「個別

性」を有した「個人主義的」な存在であること

を前提にして、そういう人間を「特定の方向に

瞬騨する枠組み」を「社会制度」として「手続

き」として「創案することによって、特定に価

値的月的を途成」するという発想をする。した

がって、「タレント・プーリング」という発想

も、才能に恵まれた者に対して、その能力が

「社会共同の共通ファンド」たりうるようにそ

の発揮の仕方を直接に強制する、といったこと

を正当視するものでは決してない

（1995:114,116-117;2000:58)。

⑤機会均等原則は一般には、能力主義の下位概念

としての位髄を占め，補償教育政策においてそ

れが発展した形をとった場合でさえも、「あた

かも全員が同じレースにおいて公正な基礎に立

って競争すると期待できるように、ハンディキ

ャップをならす」べきであることを主張するも

のであったように、基本的に既存の階層構成を

正当化する原則としての機能を果たす。しかし、

ロールズ正義論はその格差原理によって、機会

均等原則に対して能力主義とは異なる上位概念

を提供し、その意味を蛎換させるものとなって

いる（１９８９:９，９９，１６１，１８５－１８８，１９１－１９２；

1995:168-169;1999a;121)。

起する議論として－，「もっとも体系的な枠組
み」を備え「最も豊かな可能性」を有している議
論は、ロールズ（１９７１=1979）等で展開されて

いる、Ｊ・ロールズの正義論である、と見る

(1995:95,ll4I1999a:144,147)。

では、ロールズの正銭諭とはどのような織諭な

のか。その要点の紹介・祖述は既に多数なされて

いる肺)ので、ここでは省略する（黒崎によるもの

は、１９８９:162-173；1995:95-10111999a:144な

どでなされている)。ただ、ロールズの議論を能

力主譲批判とその代替理念提起として読む場合に

は、その搬論のどういうところが嚥婆なポイント

になると、蝋崎は脅えているか。そのことについ

ての私のＩＭＩみとりを,]<しておきたい｡そのポイン

トは、次の５点になると恩わｵ1る゜

①「能ﾌﾞJと側人との締びつきは111然としかいいよ

うのないもの」である、つまり今個人がある能

力をもつ（あるいはもたない）に至ったのは、

様々な偶然の重なりの帰結である。したがって、

そのような偶然の所産にすぎない能力を基準に

諸個人の社会的処遇が決定されることは正義に

惇ることである。－この認識が「ロールズの

能力主毅批判の要点」である（l99a97-98I

1999a:144-146)。

②しかしロールズは、能力を基準にした諸個人に

社会的処遇の決定を一切否定しているわけでは

ない。ロールズは、すぐれた能力をもつ個人が

その能力を発抑した成果としてよい社会的処遇

を受けることはありえるが、ただしそうした格

差のある社会的処遇が正当化されるのは、「恵

まれた者は最も恵まれない者の利益を増大する

ときにのみ、恵まれた背としての利益をうるこ

とができる」という原則（＝「格篭原理｣）に

適っている場合のみである、と考える。この原

則に則って正当だと判断される人々の社会的処

遇における格差＝人々の階層化こそが、能力主

義的なそれに代わるものとしてロールズが提起

しているものである。なお、ロールズのこうし

た考えの前提には、「才能の恵まれた者のより

大きな能力を共同の有利性のために用いられる

社会的資産とみなす」という「タレント・プー

リング」の発想がある（1995:９９－１０１，１１３‐

６教育理念による多様化一能力主義に代

わる教育制度の理念

５で見たように、黒崎は、全体社会レベルの社

会構成原理としての能力主義を批判しその代替理

念を提起する上では、ロールズ正義論が最も良き

参照対象であると見ている。だが同時に黒崎は、

ロールズの議論においては、「教育制度に固有の

課題について、能力主義に批判的に対置すべき教

－８４－
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青制度上の理念が何であるのかまでは、明らかに

なっていない｣、と捉えている（１９９５:１２３)。そ

こでlI1jMIiは、「教育J'＃念による多様化」というＦＩ１

念をl01ら膳案して、能力１２挺に代わる救育iliﾘ鰹の

jIi1なとしてそれを提11、しようとする。

３で兇たように、照iiiiは、贈胴人の能力には鑛

災があること、また教育制度はこの能力の溌興を

Tm(Illlな蕊１１kのひとつにしつつIllWFの職業的W[''1分

化にもとづいてjWi個人を準備させ、その各位llWiに

配分する機能を果たすべきであること、を溌諭の

Ii(illllにおく。特に１９６()ｲＩｚ代以降の１１本の靴行政

獺は、そうした１ﾄﾞ|:会のリアリテイ」に対して、

｢敷育の多様化」の1W念をもって応じようとして

きた。そｵ1は、「能ﾉﾉ、適性、ドヒ会的嘆,Wiなどに

したがって学校のあり刀は多様なものであるべき

だとする救育ilill腰、執行政飛｣:のjlM念」である。

その1111念の背後にはさらに、よりjlMK的な)ll1念と

して、「社会的地位の霊異は、そｵ1が,必要とする

能力の篭興によって説明でき、個人は能力に応じ

て社会的地位を猫得するという能力主義の理念」

が存している。黒崎は、上記の時期の教育政策は、

そうした能力主義理念を基調に据えたことによっ

て、「社会的分業の要請する分化と諸個人の能

力・適性との予定鯛和」という発想一社会的分

鷲の賭位憧に向けて人材を準備し配分するべく学

校制度を分化させることはよいことであり、その

ような制度的枠組みを作り上げれば、諸個人が各

人の能力・適性に応じてその枠組みの諸位髄に赴

くように誘導していくプロセスが基本的にスムー

ズに進行していくはずだという発想、といってい

いだろう－－に陥ってしまったという。それは、

「執fiiを維済計idliに従属させ、IMI1人の成長の嬰求

を既存の社会分業の枠組みに堅く閥定させる」結

果につながっていった。黒崎によれば、そういう

苑想を導き出してしまうことが、救育制度｣ﾕの能

力主義理念の「股大の欠陥」であるという

（１９９５：１０，１５，１９，２２－２３．２８‐３０，１４８；

l999a:147,189-191;2000:9)。

黒崎はまた、社会的分業の緒位個への人材の準

備・配分の要舗に即応するためではなく、生徒の

能力・適性の多様性に対応すべく教育を多様に類
型化したとしても、「能力評価の一元的管理と特

徴づけることができる能力主鍍の社会」にあって

は、生徒は、自分が受ける教育の諸類型に対応し

て賦型化されて把撹されることになり、結局その

類劉に応じて社会的分業の鮒位臘へと割り振られ

ることになってしまう、という（１９９５９１６９‐

173.181.186-187.191：１９９９a:194-196,197-200；

2000:188-189)。

蝋崎はさらに．教育の多様化に対する従来の一

般的な批判論、つまり「単一のタイプの学校の維

持とJIij0iカリキュラムの意義の強鯛」（1995:174）

という鍛総に対しても、これまで鹿々言及してき

た「ﾄﾞ|:会の')アリティ」の・・IIllI、すなわち、欄人

の能ﾉ)・適性に多様性があること、学校lliIMliが社

会的分幾の繊位IiMへの配分機能を喪;Niされている

こと、を考慮すｵ1ば「空想的」と浦わざるを得ず、

この腕輪が前提としている「すべての生徒に同一

の雌良の教育珊境（ｔｈｅｂｆＰ創患y都tGm）を樋供で

き．また、すべきであるという理念」は放棄され

るべきである、と主狼する（1995:174.179184)。

そこで黒崎が提唱するのが、「社会の職業的分

化による多様化、能力の程度に応じる多様化のい

ずれとも異なる｣、「新しい教育の多様化の原理」

である「教育理念による多様化」である

(1995:11)。それは、各学校がそれぞれ独自の教

育理念を掲げそれに基づく教育活動を行い、生徒

は「自らの発達の必要にふさわしい教育機会」を

提供してくれると期待できる学校を選択する、そ

のように営まれる教育制度のあり方についての理

念である。したがってこの制度理念は、それを実

現するための方途の一つとして、学校選択という

制度理念を伴うことになる。黒崎は、生徒は「自

らにふさわしい教育理念による教育」を選択しこ

れを受けるときに雌も、「自らにふさわしく扱わ

れていると感じることができる」とし、教育理念

による多様化という制度理念に基づく教育制度下

での学校こそが、「社会的承認を求める個人の権

利」&)を最もよく保障することになる、と主張す
る（1995:123-124,184-192；１９９９a:195-196；

2000:227,229-231)。

Ⅲ黒崎の能力主義論の検討

Ⅱの２で見たように黒崎は、教育の「制度」の

現実を捉え、それを制御し新たなものに作り上げ

－８５－
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して、社会のリアリティを前提に考えを押し進め

ることもまた、私は黒崎から引き継がなければな

らないだろう７)←

そうしたことを前提にしつつ、かつＩで述べた

本稿のねらいを、つまり教育における能力主義に

ついて原理的に考える際の諸論点を抽出すること

を念頭におき、以下黒崎の論の検討を行っていく。

その検討の議論から浮かび上がってきた諸論点が

どのようなものであるかは、Ⅳで再度整理してい

くことにする。

ることを模索している。そのように社会事象の制

度レベルに焦点を当ててものを考えていこうとす

れば特に、nの３で見たように、「社会のリアリ

ティ」を踏まえた織論を行っていくということが、

どうしても必要となってくるだろう。制度とは、

社会学者Ａ・ギデンズが述べているように、空間

的に広く行き渡り、時間的にも持続性のある（つ

まり、その時その場にだけ偶有的に発生するので

はない、同搬のコンテクストを有する複数の場に

おいて、同様のコンテクストにおいてはある程度

反復的に生起する）実践から成り立っているもの

である。それは瀞い換えれば、「標蝋化された行

illj様式｣、すなわちl2l々の社会的Wi動の偶有性に

尤もたコンテクストのIlnにあって常態的に阿生麓

されている災MHのあり方である｡そういうもので

あることによってIliIlHiは，ひとつの「社会システ

ム」（ギデンズによれば、社会的識鍵賎の棚ZI:連

関のシステムのこと）が時|ＩＨＩ的・空間的に機成さ

れる上で維本的な部分を成している。つまり制度

は、社会システムが空間的にある程度の広がりを

みせ、時間的にもある程度の持統性をもって構成

される上で必要不可欠のものであり、したがって

そのシステムの基本的な部分を成すものである

（Giddensl981828、ギデンズ1979=19898105)。

このように制度とは、社会システムの中の、

時々の偶有的な状況に依存して変化していくので

はない、相対的な安定性を帯びた、空間的にも一

定程慶広く行き渡っている部分である。したがっ

て、そのような制度を問題にしようとするならば

とりわけ、黒崎が「社会のリアリテイ」という言

蕊で指し示そうとしているようなある一定範囲の

ことがらを、少なくとも当面は容易には動かし難

い制約条件と見なしてものごとを考えるという考

えの筋道を採らざるを得ない。既存の制度はそう

した条件をliilらかの形で充たしているがゆえ強固

であるからであり、制腰を変化させ得るとすれば、

それはその変化によってもそうした条件を充たせ
る場合であるからである。

私もまた、能力主義とは社会システムの制度レ
ベルの問題であると考えるし、そのレベルにおい

てそれをどう捉え打破し新たな制度理念へと転換
させることができるかを考えていきたいと思って

いる。そうなるとそれに必然的に随伴することと

１人間存在及びその能力の個別性／共同性

をどう考えるか

蝿鯛が社会のリアリティと見なしていることが

らは．資源に穏やかな稀少性があること、諸個人

の利害が対立し合っていること、個人の能力・適

性に多様性があること、社会に階鬮性が存在する

こと、学校制度が社会的分業の諸位霞への人々の

配分機能を要請されていること、であった。ごく

一般的なレベルであれば、私もそれらが社会のリ

アリテイをなしていると同意できる。しかしより

立ち入って検討するならば、社会のリアリティを

栂成する上記諸要素各々やその関連をどのような

ものとして捉えるべきかには、ずいぶん大きな幅

があるようにも思う。ここでは、私が特に関心を

抱いている点に話題を絞って、この検討を少し行

ってみたい。それは、上記諸要素のうちとりわけ、

諸個人の利害の対立、個人間の能力・適性の多様

性と関わるものであり、それらの前提として、人

間の能力を、さらには人間存在をどのように見る

かという問題についての検討である。

Ⅱの５で見たように、黒崎は、ロールズは、人

間を「合理的で機能的」であり、互いの間の「個

別性」を有した「個人主義的」な存在であると捉

えていると理解している。そして、ロールズの人

間把握をそのように紹介している行論からは、黒

崎自身もまたそのような人間把握をしているよう
に読める。

しかし、後述するように黒崎（1995）がその

中で批判的な検討を行っている竹内（1993）は、

ロールズは「人間存在それ自体の内奥にまで共同

性や社会性を貫徹させて」（竹内1993:146）い
ないとしているが、この例に見られるように、ロ

－８６－
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一ルズの上記のような人間把握には批判的な眼も

向けられている。

竹内のロールズ批判は、彼の「能力の共同性」

諭の視点に基づいたものである。竹内の能力の共

|iii性諭とは、私の理解によれば、次のような議論

である。すなわち、「通常は諸個人の私的所有物

として園明視されている緒個人の能力自体ですら

が、諸個人相互の、また、諸個人と制度・文化や

自然的環境等々との関係自体として成立してい

る」ことが人々によって明確に意識化されるべき

である（竹内1990:73)。能力なるものの性格を

原H1的に考えてみれば、それは上記のように「諸

個人の『自然性」と社会・文化との相互関係自体」

であり、能力とはそのような「共同性」そのもの

である。しかし、「諸個人の『自然性』と社会・

文化との朴１月:関係自体」は常に鑓的・質的に無限

であるというわけではなく、逆に常に錘的・質的

にある限定された秩序・制度の形をとって「実体

化」されてしか存在し得ない。そうなると諸個人

の方も、そうした限定された相互関係の下で生き

なければならない以上あれこれの能力を自らの内

に保有していなければならない存在として、やは

り実体化して立ち現れることになる（竹内

1993:144-162)。そういう実体化によって派生し

てくる「個人還元主義」的能力把握という表層に

隠された、上記のような「共同性」という能力の

本質が浮かび上がってくるようにしなければなら

ない。－このような議論である。竹内によれば、

現代の能力主義は、こうしたこれまでの人類史に

普遍的とも言える「能力についての個体還元主義

Ｎｉが根拠とされて｣、その「正当化がはかられてき

た」（竹内章郎19951149-150）という。したが

って竹内からすれば、能力主義への対抗理念は、

能力を個体還元主義的に見る見方を乗りこえその

共同性を把握することを、その重要な柱の一つと

するものでなければならない、ということになる

だろう。

竹内はロールズに対して、その格差原理などに

｢個体能力観の克服の端緒」が見られるものの、

しかしその論全体としてはその点を十分に展開で

きておらず（竹内2005:187-188>、よって能力

主義批判の理念提起の論としても不徹底である、
という評価を下しているということになろう。一

方黒崎はロールズを、竹内が未展開で不徹底だと

見る人間やその能力についての把握の仕方をして

いる点が、その論が社会のリアリティを踏まえた

論たり得ていることにつながっていると見る。特

に個別性・共同性という点をめぐって人間やその

能力をどのようなものとして把握することが、能

力主義への対抗理念の構築の上で有効なのかとい

う論点に関して，両者は見解と異にしていると見

ていいだろう。

なお、黒崎はロールズ理論の基本的性格を「個

人の個別性に基礎を置き、正義の規範を合理的人

間の選択の理論として織成する」（1995:114）論

として捉えている。この点はおそらく竹内も同じ

で、そうした性格の理論が前提にしている人間存

在の把握の仕方をめぐって、両者は評価が分かれ

ていると考えられる。しかし、有賀（2000）の

ように、ロールズの論は、人間を「道具的理性」

を働かせて「自己の利益の最大化」を追求する存

在と見るという意味での「合理的選択の理論」

(有賀2000:116-117）としてのみ特徴づけられ

るものではないとするロールズ理解もある。有賀

によれば、ロールズ正義論の重要な構成要素であ

る「原始点」（＝「原初状態｣）において前提にさ

れ人が要求されている存在のあり方は、上記のよ

うな意味での合理性ではなく、「すべての他者の

アイデンティティや目的や愛瀞を、たとえ彼．彼

女らが自分と著しく異なっても、自らと等しい関

心をもって顧慮する｣、「社会におけるあらゆる異

なった地位にあるすべての他者一一とりわけ種々

の点で最も裕福でない者一への共感」を抱くな

ど、他者に対する「共感」「ケア」「気配り」をで

きることである、という（ibid.:119-126)。前段

落で見た、人間やその能力を特にその個別性・共

同性の点でどう把握することが能力主義の対抗理

念樹築の上で有効かという論点を考える上で、ロ

ールズ理論において前提とされている人間把握が

本当のところどのようなものかを探ってみること

も、有益な思考の経路のひとつとなりうるであろ

う。

以上、「社会のリアリティ」の内実の検討の一

環として、その重要部分をなす、人間存在やその

能力をどのようなものと見るべきかについて、特

にその個別性／共同性という点をめぐって考えて

－８７－
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94）という論法で、竹内は、能力を根拠に人々が

不平等な取り扱い方をされることの不当性を主張

している－、その後者についても次のような趣

旨の批判をしている（１９９５：85-89)。すなわち、

｢所有」というような「現代社会に一般化してい

る概念」はそれ自体では「当の社会を樅成する蕊

本原理に対する批判」のための概念にはなりえな

い。それどころか、所有の観念は一般には、竹内

が批判しようとしている「近代社会の理念として

の業績主義ひいては能力主義を生み出すもの」と

して機能している。批判のための概念となりえる

のは、その概念をその批判を可能にするような

｢|Ｍ１題設定」の中に位置づけその機能を蛎換でき

るときである、と。その問題設定とはこの場合、

ﾋﾟ|らが所ｲIしている能力に「｛iljiすると主帳するこ

とのできる人illlはいない」というロールズのそれ

である（Hの５の①を参照されたい）と、黒崎は

述べている。

現代社会の社会制度やその理念を批判したり、

その対抗理念を提示したりしようとする際、一方

で、歴史貫通的なことがらをそのまま持ち出して

きても有効ではない。他方で、それが示している

ことがらが既存の支配的な社会制度の運動の中に

しっかりと組み込まれているような観念に依拠す

ることも有効ではない。－黒崎はそのようなこ

とを述べていると見ることができる。「社会のリ

アリティ」を踏まえつつ既存の制度を批判しその

対抗理念を提起するためには、この両者の間隙を

突く形で論を組み立てることがその要件の一つだ

ということになるだろう。黒崎の言わんとすると

ころをこのように理解していいとすれば、私はそ

れはよく納得できる。私自身が能力主義の原mi1的

把搬・原理的批判を行っていく際にも、それは必

ず踏襲しなければならない視点であると考えるⅢ。

みた。

２事実・現実から理念をいかに抽出すべきか
１で見た、人間存在やその能力の把握をめぐる、

あるいはそのことについてのロールズの見解の評

価をめぐる黒崎と竹内との間の諭繊の中には、事

実・現実の中から理念を引き出すことをどう考え

るかという、抽象度のより高い論点に関わるそれ

も含まれている。以下．その点について見てみよ

う。

黒鯛は、竹内の能力の共同性論に対して次のよ

うな趣旨の批判を行っている（l995I92-94)。す

なわち、竹内の能力の尖liil性論は､「人間存tl;が

相坑依存的、火|耐Ｉ的なものであるという螂拠のlilli

組から．lIX鵬能ﾉﾘのjL1rillll1をjlWlきⅡ)している｣。

しかし、「人間の存ｲ1tがｲ11灯:依作的、比|可的なも

のであるという騏奥は、およそ人IHIの臓史ととも

に、いかなる時代においても、いわば醗史貫通的

な事実」であり、あらゆる社会制度はそのような

歴史貫通的に「社会的存在」である「人間のあり

方を、特定の歴史段階の、特定の社会構成体に固

有の制度原理にしたがって」編制し、その編制の

され方を「正当化」するものである。近代社会の

能力主義の制度理念もまた、共同的なものである

人間の能力を「私的に孤立した個人の占有する属

性としての能力という形態」でもって編制し､そ

れを正当化しているのである。したがって、能力

主義という制度理念を批判するために、能力の共

同性という歴史貫通的な事実を対瞳することは有

効ではなく、その事実が能力主義とは異なるより

望ましい形で編制される制度のあり方及びその理

念を対慨しなければならない、と。歴史貫通的な

鯛爽はそのままでは対抗理念の源泉たりえない'’１

という主張が批判のポイントである、とまとめて

いいだろう。

他方黒崎は、竹内が能力なるものを前述のよう

に「共同性」という性格を帯びたものと捉えてい

る一方で、それを「所有物」とも見ている－黒

崎も（1995:85）で引いているように、能力は

｢所有されているにすぎない（もつにすぎない）

ものだから．こうしたもつにすぎない（したがっ

て、手放される）ものによって、人間存在＝所有

主体の平等性は冒されはしない」（竹内1993:93‐

３教育の制度が人を誘導するとはどのよう

なことか

黒崎は、ロールズが「格差原理」や「タレン

ト・プーリング」といった彼の正義論の根幹をな

す観念を「精神主義的ないし教訓的に」語ってみ

てもあまり効果がないと認識していることを強調

し、その点を肯定的に評価している（1995:116-

117)。ロールズは、そうした精神主義的．教訓

－８８－
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的な滞りに感化されることによって自らの行動を

そこに沿わせようとする「社会的利他的動機」に

過剰に依拠せず、人間は合理的に圃己利益を追求

するものだとした上で、その行動を特定の方向に

綴禅するような社会制Ｉ蹴り枠組みをいかに作り出

すか、という発想を採るのである。この点は、Ⅱ

の５の④でも既に確認したところであり、私も基

本的に笹成である。

しかし、こと教育iliﾘ度の場合、この誘導はどう

ありうるのだろうか、またあるべきなのだろうか。

総灘には、一〃の綱に、脚己利益追求のみを行I）ｊ

の!Ⅱ機とするような､Ｉ機づけ枇造を強固に定瀞さ

せた人ｌＩＩｌに対して、’さ'己ﾄﾞﾘ益追求という動機その

ものにもとづいて行動するにまかせつつ、その筋

道を特定方liUに水略づけるというやり方がある。

他力の槻には、そうした動機づけ樒造そのものを

特疋のあり方に形成するというやり方がある。そ

うiii促した上で、私は、教育という営み、またそ

の制度は、これら両極のうち後者の方向を模索し

うる、また模索すべきものだと考える。だとすれ

ば、黒崎が「ロールズの正義論の意図するところ

は、才能に恵まれた者がすぐれた能力を受けるに

値する卓越性を自らもつと見なすことを戒め、才

能に恵まれた者が自らのすぐれた能力を社会の共

同資産とみなすように促す教育制度、教育行財政

ﾙﾘ腱すすんでは社会の基本的構造の特定の枠組

みを提起しようとしたところにあった」（1995：

117）という場合のその促し方には、教育の営み

やその制度の場合、教育的働きかけを通じて上の

見なし方の有り様そのものを成形することも含む

であろう。－そう私は考えるが、このような考

えは妥對なものか。

すものになるか否かに関しては、あくまでも制度

論の次元で議論をするとしても、別途検討しなけ

ればならないだろう。それは次のような意味であ
る。

黒崎は、持田（1965）における、「教育を『教

授＝生活過程』と『教育管理＝経営過程』の交錯

のうちに存在するものであるとする把握」を肯定

的に評価している（1999a:１１)。持田（1965）

の言葉を用いれば、前者は「個々の子どもや教師

がすすめる教授＝学習活動」であり、後者はそう

した教授＝学習活勤に対して「人的・物的・運営

組織各方面において組織し統制し指揮する作用」

が働く過程である（持田1965:17)。

教授＝生活過程は、上記の持田自身による説明

にもあるように、基本的に生徒と教師との間に生

じるできごとの継起として展開していくものであ

る。それに対して教育管理＝経営過程は、「公教

育の総体制とかかわっての教育政策による管理・

統制の問題から、個別の学校の制度的秩序が有す

る内的な統制力の問題に至るまで」in、広範な諸

レベルにおいてなされる様々な活動が、最終的に

は教授＝生活過程のあり方に影響を及ぼしこれを

統制しようとする過程である。後者は、そのミク

ロなしベルでは、教授＝生活過程を直接に統制し、

そこに学校空間内部の日常的な秩序をひとつの制

度として形づくることになる。それは例えば、黒

崎が、能力主義が浸透した教育の下で生じること

として挙げている、「生徒一人ひとりの能力を評

価する一元的な社会機栂の整備であり、そのよう

な能力評価行為の日常化であり、これを肯定し、

ないしはやむをえないものとして受容する意識の

成立」（1999a:142-143）における、評価の日常

化とその正統性承認の意識の形成といったことと

して表れる。学校の日常的な制度的秩序が生徒の

意識のあり方に及ぼす影響力は、黒崎からのこの

引用文にもあるように大きく、したがって前述の

ように教育活動を通じての能力主義を批判し克服

しうる人間の形成を考える場合、教育制度のそう

したレベルをどのようにどのようなものに組み替

えていくかを考えていくことも、重要な教育制度

論の課題になってくる'2)。

黒崎の「教育理念による多様化」論が焦点化す

るのは、教育制度の諸レベルのうち、学校が、ど

４教育における能力主義への批判は、制度

のどのようなレベルを問題化すべきか

そうした考えが妥当であるとした場合、黒崎の

提唱する「教育理念による多様化」という教育制

度の制度理念を、制度のあるレベルに関する理念

としては仮に是と見なしたとしても、その制度理

念の下でなされる教育的働きかけが、「格差原理」

や「タレント・プーリング」といった観念を自身

の感覚・動機・規範意識等として組み込み、ひい

ては能力主義を批判し克服しうる人間の形成を促

－８９－
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を掲げる黒崎の議論は、確かに論理的に整合して

いる。しかし、本当にそこが問題性の焦点と考え

ていいのだろうか。

Ⅱの５で見たように、黒崎による能力老義の定

義は、「階層化のメカニズムが社会的国家的制度

として一元的に腱Iilliされ、諸個人の能ﾉﾉの兼異が

そうした一元的に整備されたIljII度を通して把握さ

れ、管理されるに至った近代社会の特定の段階に

おける階層化の特定の形態」というものであった。

ここでいう「国家」を仮に中央行政府と見なした

としても、そこには「社会的」という曾蕊も入っ

ている。ましてや黒崎も肯定的にjjlいている、

｢成熟した資本主義社会においては宗救的装職、

家族的装澗､政治的装慨、ツタ側組合的装慨、コミ

ュニケーション的装世、『文化的」装繍等々の多

くの、家イデオロギー装置が存在する」（l999fu33）

というＬ・アルチュセール的な国家把握をするな

らばなおのこと、黒崎自身による能力主義定義に

照らしてみて、上記のように教育政策の「設計的

合理聿義」性に教育における能力主義の問題を焦

点化して捉えることは、少なくともその定義より

論理必然的に導き出されることではないだろう。

さらに、その捉え方は、「われわれの身のまわり

で、能力主義と教育という問題が、専ら能力主義

教育政策の問題としてのみ論じられている」

(1989:3;傍点黒崎）ことを批判的に論じている自

身の言葉には背反しているように思える。

私には、上記の黒崎の能力主義定義は、中央行

政府も含めて全体社会の諸アクターの行動・その

諸力の交錯の中で、その全体社会を生きる人々を

階層化する、ある「一元的」な基準と制度が構築

され再生産されている事態を言い表しているもの

として読みとることができる。例えば、戦

(1990）は、1960.70年代を通じて、企業の人

事管理・労務管理のあり方やそれと連動した労働

市場のあり方など経済社会レベルでの変容が、中

央行政府の教育政策の媒介を経由することなく、

直接に教育現実を大きく規定する力を振るってき

たことを指摘しているが、そうした事態に見られ

る力学をも、上記定義はカバーできるものである。

また、中央行政府の能力主義制度への関与の仕方

として、黒崎が批判の矛先を向ける「多様化政策」

的なそればかりでなく、いわば市民社会レベルの

のような教育理念を、その理念に凝縮して表現さ

れる教育活動とそれを支える学校経営とのどのよ

うなあり方を採用するかが決定されていく手続き

のレベルであると言っていい。教育理念による多

様化論は、それら教育理念・教育活動・学校経営

は基本的に多様であってよく、それらのうちどれ

を選択するかを教育の受け手に委ね、結果的に恋

しきものを淘汰し良きものを普及させていく手続

きを制度化しようという議論である。

しかし、教育制度のこのレベルについては黒崎

の主張を承認したとしても，nの６で見たように、

能力主義の理念とは鍵なる理念にもとづく教育Ｈｉｌｌ

艇の剛Ｍｌが、黒Nlliが1ﾐﾘIiする教育理念による多様

化脇のねらいであるとすれば、敷脊IiiIl度諭として

は．iii々段燕で述べたような、Ⅲ|々の学校のH111

的な秩序というレベルのIliIl度のありかたも#１秘に

入れるべきであろう。そう考える私から黒崎にlibl

けて問いかけたいのは、黒崎自身は能力主義への

対抗という観点に立った場合、どのような教育理

念にもとづいてどのような日常的な制度的秩序を

有する学校のあり方をよしと考えるかという提起

もあわせてなされるべきだということであるM1)。

５諸力の交錯の結節点として能力主義的制

度を捉えることをめぐって

Ⅱの６で見たように黒崎は、「社会的分業の要

請する分化と諸個人の能力・適性との予定調和」

という前提に立っている点が、教育制度の理念と

しての能力主義の「最大の欠陥」であると捉えて

いる。この点に関連して黒崎は、「社会的分業を

多様に展開させる現代社会のなかで、合理的な経

済計画にしたがって小能力主瀧理念に基づき

｢猪側人を配分する教育の多様化政策」（2000:35）

を推進することがそもそも不可能であることを、

｢設計的合理主義」を批判するＦ・Ａ・ハイエク

の社会理論に依拠しつつ論じ、社会的分業の諸位

醗に向けての人材養成・配分の要請と教育の実際

との間の調整を市場原理にもとづいて行うことの

妥当性・適切性を主張している（2000:35-45)。

教育制度において能力主義理念を採用すること

の問題性の焦点が、そのように中央行政によるそ

もそも不可能な計画の強行という点にあるのだと

すれば、それに対して「教育理念による多様化」

－９０－
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業績主義的意識・行動を市場原理を利用して間接

的に管理するというやり方もありえ、それもまた

｢社会的国家的制度」としての能力主義の作動の

|t力のひとつであるという認識を、この定義から

尊き出せる。そのような射程の広さをこの定義は

イルていると私は考えるのだが、どうか。

しての能力主義と、それを支える土製でもあり、

またそれによって組織化され方向づけられた、社

会意識としての、あるいは全体社会の中の部分的
な制度の理念としての業績主義と、その両者を区
別しつつ、その連関をも掴もうとするスタンスが
必要であると考える。

なお、より今日的なもの（この場合、能力主義）

とより基礎的なもの（この場合、業績主義）とを

区別した上で、そのより今日的なものの批判・克

服を課題としている場合、その課題を達成するた

めにも、より基礎的なものの方をもターゲットに

据え、その批判・克服を図る必要がある場合もあ

るように思う。ちょうど、１でも触れたように竹

内が、現代の能力主義の批判・克服を図りつつ、

そのベースにあると彼が考えている「個人還元主

義」的能力把握を執勧に問題化しているのと似て、

である。私は、能力主義問題はそういう必要があ

る問題だという直観をもっているが、その直観の

妥当性を論証する必要があるだろう。竹内のよう

に、より根源的に「個人還元主義」的能力把握を

問題化する必要性をも射程に入れつつ。

６業績主義と能力主義との区別と関連をめ

ぐって

このように能力主義を潴力の交錯の緒節点とし

てｲﾌﾞ･極している「社会的国家的制度」の制度理念

として捉えることが妥当だとすると、諸アクター

がどのような諸力を発しつつ行動することによっ

てこの制度を構築しているのかを、また逆にその

行動がこの制度によってどのような規定を受け結

果的にこの制度の存続を支えるように方向づけら

れているのかを注意深く検討していく視点も、制

度論としての能力主義論にとって必要不可欠とな

ってくる。

その際には、業績主義と能力主義とをl唆別し、

検討と批判とをもっぱら後者のみに集中するよう

な議論を行おうとする－－特にⅡの４．６として

まとめたところからは、黒崎にはそのような傾向

があるように読める－のではなくて、次のよう

な業績主義と能力主義との連関を捉えていく必要

があるのではないだろうか。すなわち、近代社会

における社会生活がどのように組織化される中で

人々に一般的な業績主義的な社会意識が培われて

きたのか、またその社会意識のどのような広が

り・強度を支えとしつつそれを組織化して、能力

主義が「社会的国家的制度」として立ち上がり再

１X産されているのか、またこの制度によって人々

の行動・意識が形成・規定されることによって、

彼／彼女らの間の一般的な業績主義的な－もち

ろん能力主義的に彩られた－社会意識がどのよ

うに強化されているか、などである。

とは言うものの、黒崎（1995）に対する書評

の中で久富も述べているように、業績主義と能力

主義とを区別し、後者を前者のうち「歴史的に特

有の意味をもった」あり方と捉える捉え方は、

｢一つの有力な仮説｣、「魅力的な問題提起」であ

る（久富1997:198）と、私も考える。繰り返す

が、「一元的」な「社会的国家的制度」の理念と

７能力主譲的制度を揺るがす潜在的な動き
をめぐって

６の冒頭の「視点」は、裏を返せば、どういう

アクターのどのような行動にどのような触媒が与

えられたら、その行動はこの制度を揺るがす潜在

可能性を発現するかを考えることにもつながって

くるだろう。そうだとすると、黒崎が、乾や後藤

がそこに能力主義社会を揺るがしていく上での何

らかの可能性を見出そうとしている労働者階級の

｢競争抑制的な文化」に対して、それが現時点で

能力主義社会に対して果たしている機能という観

点からのみ、その可能性を切り捨ててしまってい

る（1995:155-159）のは、やや性急であるよう

に思う。制度を諸力の交錯の結節点と捉える視点

からは、諸アクターの行動に対して、現存の条件

下での機能のみでその価値を判断すべきではな

い。既に顕在化しているものだけに着目するので

はなく、潜在可能性がどのようなものとしてあり、

どうすればそれを十全に発現させられるかを考え

ることも必要となってくる。能力主義という「一

元的」な「社会的国家的制度」を揺るがす潜在可

－９１－
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性の焦点を、この制度に対する人材養成・配分へ

の要請に応えるべく中央行政が合理的な計画設定

をもくろむ、そのことの不可能性に見出している

と解釈し、それに対して疑義を呈した.熟崎の識

諭の場合、そうした中央行政による計画性に、能

力主義がそれに特殊な性格として（論点⑥で触れ

る業綱主義と異なって）「一元的」な「社会的国

家的制度」の理念たるゆえんを求めることができ

ると考えられるが、その黒崎に疑義を呈したとす

れば、ではどのような意味で能力主義は「一元的」

な「社会的国家的制度」（全体社会の、また教育

領域の）の理念だということになるのか。

能性を有した動きを、たとえ今は小さなものでは

あってもこれを同定し、それが発生し存在してい

る条件、この制度に対する目下の機能、潜在可能

性とその発現を可能にする条件などを検討するこ

とも、能力主義に対する制度論的なアプローチに

とって重要な考察課題のひとつであると考える。

Ⅳ教育における能力主義の原理的考察のた

めの諸論点

既に述べてあるように、Ⅳの課題は、mで行っ

た黒崎の楡の検討から浮かび上がってきた、教育

における能力主溌についての原理的考察のための

ii崎論点がどのようなものであるかを総jql1していく

ことである。

その繍点鞭fMを行うiiiにまず、既に述べてきた

点だが、牧育における能ﾉJ主溌についての原理的

考察を行っていく際に（黒崎の論から踏襲して）

前提としておくべきであると考えていることを，

再度おさえておきたい。

論点②：能力主義の問題性の焦点はどこにあ

るのか（４．５）

また、上記の疑義が妥当だとして、では救育ＩＭ

度における能力主義の問題性の焦点はどこにある

のか。また、一般に能力主義の問題性の焦点はど

こにあるのか。私自身は、教育制度における能力

主義の場合、学校の日常的秩序というレベルの重

要性を強調したが、その見方の妥当性・有効性は

どうか。《前提》

能力主義を制度の理念として捉え、その理念に

よって枠づけられた制度の運動、その制度によっ

て規定された人々の意識・行動の動態がどうなっ

ているかを掴む。かつ、能力主義とは異なる理念

にもとづいた制度を打ち立てることを模索する。

その際、「社会のリアリティ」を踏まえた（mの

２で考えた含意も込めて)、空想的でなく、かつ

現状追認的でない議論を追求する。

論点③：能力主義をいかに乗り越えるか

（４．５．７）

教育制度における能力主義をいかに乗り越える

かに閲して、黒崎の場合、教育理念とそれによっ

て導かれる教育活動・学校経営とのどのようなあ

り方を学校が採用するか、そのことが決定される

手続きのレベルを重要視し、そのレベルを「教育

理念による多様化」という理念によって制度化す

べきことを提唱している。それに対して私は、そ

の誕要性を認めたとしても､論点②でも触れた学

校の日術的秩序というレベルが、能力主義の乗り

越えという点でも重要であろうと主張した。また、

やはり能力主義の乗り越えの方途を模索する上

で、能力主義を揺るがす潜在可能性を有した小さ

な動きにも着目していくことが必要であることを

７で述べた。これらの考え方の妥当性・有効性は

どうか。また、これらの考え方と、制度全体のあ

り方をどう設計し直すか（戦後日本の教育政策の

ように不可能なことまで過度に設計しようとしな

いような設計の仕方に変えるということも含め

そうした前提をおきつつ、mでの黒崎能力主義

批判論の検討から、私が自分自身の教育における

能カニ|其溌の原理的考察へと引き取って考えていこ

うと思っているiMi点は、以下の９点である。各論

点にタイトルをつけてみたが、当然のことではあ

るが、それはⅢの見出しと重なるものもある。ま

た、タイトルのあとに（）を付して、その論点

がⅢの特にどの箇所と関わりが深いかを示した。

論点①：能力主義が「一元的」な「社会的国
家的制度」の理念たるゆえんは何か（５）

私は、黒崎が教育制度における能力主義の問題

－９２－



1を谷川：馳帝における能｝)jx義についての原理的考察にlfiJけて

て）という黒崎に見られる発想の仕方とは、どう

関係していると考えｵlぱいいのか。
論点⑨：教育の制度が人の行動を誘導するや

り方をめぐって（３）

教育制度が人の行動を誘導するやり方は、人間

の感党・動機・規範懲識簿を特定のあり方に形成

するというものでありうるし、あるべきだと述べ

た。そのことは、能力主義の乗り越えという点で

は、教育を通じての能力主義を批判し克服しうる

人間の形成を意味するとの趣旨のことも述べた。

こうした脅え方の妥当性・有効性はどうか。

論点④：諸力の交錯の結節点として能力主義
的制度を捉えることをめぐって（５）

綱ﾉK(3〕で触ｵ'た、能ﾉﾉ稚瀧を捕るがすiWiiijlI能

ｆｌｉをｲJした小さなlﾘlきへの稗Ⅱの必嬰桃の根拠と

して秘はＴ企休；|:会を、あるいは数奇聯特定社会

緬域を彼う能力瓶瀧的な「一ﾌﾋ的」な「社会的1m

家'''9iljIMQi」について．その制lpiに何らかの形でコ

ミ･ソ卜する柵アクターのilWﾉﾉの交&'１として、その

lllj々のありﾉjを捉えるという↓l〃を提,（した．そ

の兄〃の藤､'1性・イブ効ﾄﾞ１１はどうか。

以上９つの論点は、ひとりの論者の論の検討の

''１から浮かび上がってきたものであるので、能力

↑(礎について考えていく際の重要論点を網羅して

いるとは闘えないだろう。例えば、教育における

能力1{識について文字通り原理的に考察しようと

いうならば、そもそも教育の営みが．またその制

lqiが，能力ｷﾐ義あるいは業繍主義と結びつく、こ

の憐み・制腫に内在する要因は何なのか、といっ

たことも考えていかねばなるまい。ここに挙げた

９つの論点を念頭におきつつ能力主義について考

えていく中で、さらに重要な論点を浮かび上がら

せていきたい。

論点⑤：どういうアクターのどういう力にと

りわけ着目する必要があるか（５）

仮に渓〕LliであIブイj効であるとして、どういうア

クターのどういうﾉﾉにとりわけ柵｢Ｉする必要があ

るのか。特に、黒崎の繊繍が焦点に据えている中

央行政府がその政策を通じて行使する力はもちろ

ん重要であるが、それはその諸力の交錯の中でど

のような位置を占めていると捉えればいいか。

論点⑥：業績主義と能力主義との区別と関連

をめぐって（６）

業績主義と能力主義との区別と関連をどう捉え

ればいいか。その点について部分的ではあるが、

私自身の見解を６で述べたが、その妥当性・有効

性はどうか。

注

l）以下、本文中（）を付して黒崎からの引用・参照

を示す際には、著者名「黒崎」を省略する。

2〕筆者は以前、苅谷（1995）に対して、ここで紹介し

た苅谷の所説に対する一定の批判を含め欝評を行っ

たことがある（拙稿1995)。

3）躯者は以前、竹内洋（1995）に対しても、ここで紹

介した竹内の所説に対する一定の批判を含め盤評を

行ったことがある（拙稿1996)。

4〕ある簡所には、「能力主義の理念ないし原理」とある

〈1995:69)。

5）日本語で醜める詳細なものとしては、例えば川本

（1997）などがある。

6)黒崎がヴオルペ（1964=1968）から引いた言葉。

7）社会のリアリティを前提にするという思考の筋道を

辿ろうとする際に留意しておかなければならないこ

とを－能力主義というここで対象としている問題

に特殊なことというよりごく一般的なことなので、

論点⑦：「個人還元主義」的な能力把握と業

績主義・能力主義との関係をどう考えるか

（１及び６）

「lAl人還元]冨瀧」的な能力把掘と業績主裁・能

ﾉﾊﾐ義との関係をどう捉えればいいか。

論点⑧：人間存在及びその能力の個別性／共

同性をどう考えるか（１）

人間存在及びその能力を、特にそれらの個別

性／共同性という点に関して、どのように捉えれ

ばいいか。

－９３－
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的に孤立した個人の占有する属性としての能力とい

う形態」を介することなく直裁に鰯議されたり感覚

されたりするような部分システムを楢成しているも

のも常に存続している。しかし、そうした部分シス

テムが近年急速に衰退しているのは－，メカニズ

ムのどのような作動によるのかを考える際の捲礎を、

竹内の級鹸は築いていると、私には醜める。したが

って、竹内の識諭が、能力主義の理念やそれによっ

て柵成された社会的現実に、能力の共同性という歴

史貫通的な蛎実を対圏する、というような錨諭にな

っているとは思えない。

次に、批判の２点目について。所有概念をある

「'111題設定」の中に位徽づけ直しその愈味の蝋換を図

ることが必嬰だという黒崎の見解は、私もその通り

だと巻える。だが．竹内もそのような趣味岻換の鍛

鑓を行っているのではないか。一方で、「人'111存在と

『能力」との|卿係を、分離的にとらえて、「～は、能

力を所有する（にすぎない)｣」という表現に込めら

れている、「能力」のいかんは人間存在の平等性を侵

すようなものではありえないという主張．他方で

「分離的とはいっても、〔･…,．〕『所有する』かぎりは、

当の「能力」を考慮」し、その差異に応じて必要と

なってくる「保障や権利」をも主謡する（竹内

1993:94-96;傍点竹内）という竹内の考えは、その点

ではロールズ的な「問題設定」とほぼ同じことを意

味していると、私には読める。ただし、竹内のこう

した繊輸は、「私的に孤立した個人の占有する属性と

しての能力」という能力の捉え方を前提にした上で、

なおかつその意味転換を図ろうとする際の蟻諭であ

る。しかし、竹内の主張はさらにこの前提自体の批

判にも及び、それが「能力の共同性」勘として展開

されている。

11)持田の所識を学校識として読み解いている児美川

（1995）での薗葉（児美川1995:88)。

12)その賜合、私は、Ｍ・フーコーの「規微・訓練」的

椛力についての鍛繍（フーコー１９７５=1977）が、

能力主義批判という問題意識に立った教育制度論に

とってもつ意味はとても大きいと考える。フーコー

の騒鶴に依拠して考えると、試験やそれにもとづく

競争・序列づけといった、学校の規律・訓練は、生

徒たちを「個別化」された「個人」として扱い、そ

の体験の反復（＝「訓練｣）の中で、効果を彼／彼女

らの「身体」に刻み込み、自分自身をあるいは他者

注にて－覚え餅きのつもりで記す。それは、当た

り前のことなのだが、一体どのようなことを社会の

リアリティとして考えるべきかをきちんと検肘する

ということである。つまり、容易には動かし難いと

せざるをえないことがらと．より可誕的であると考

えてよくまた変えていくべきごとがらとが、それぞ

れ何であるかをはっきりさせ、両者を精砿に区別す

るということである。前者と見なすべきことをそう

せずになされる搬瞼は．空想的で現実味のないもの

になるだろう。しかし．後背と見なすべきことを前

者であると取り遮えれば、錨諭は、既存の条件に必

Ｕ２Z以上にIKlわれた、総果的には現状追泌的なものに

なってしまうだろう。

8)竹内は「'1M人」遡元張義とも苫い「脳体」週允韮鑓

とも餅っているが．IlMilfの1111でその含激が特にⅨ別

されてはいないようにM1う。

9）これは、学校jml1WMlHiを批ｷﾞﾘする臘111が、そのＮｉ'1度

の理念である「遮択」に「共生」を対随している

（藤田1997）ことに対して､蝋崎が、およそ「なに

がしかの統合性をそなえた集合体として存在するか

ぎり」そこに見出すことのできる（藤田1997で示

されている漣徽であり、その中での嵩莱）という意

味での「共生」は「非歴史的理念」であり、これを

「市鯛経済によって生み出された歴史的所産」＝「歴

史的理念」である「選択」に対随することはできな

い、と批判する（l999b:367-370）際の輸理とほぼ

同じだと考えられる。

10）しかし、jMIimによる竹内批判の中身については、私

は妥当ではないように思う。まず、その批判の１点

目についてである。１で示したように．竹内は、能

力の共同的性格が歴史貫通的なものであると同時に．

能力が個人週元主義的に把握されることもまた歴史

賞通的な'1J蚊であると考え、そうした把掘が生じる

一般的なメカニズムをおさえている．そのメカニズ

ムが特膝近代的にはどのように作動するか、特に近

年では能力の側人幽尤主義的把掴が加速化している

のは－近現代社会は．共同的なものである人間の

能力を「私的に孤立した個人の占有する属性として

の能力という形鴎）に編制する社会制度が支配的な

位麗を占める社会だが、しかしこの社会全体で営ま

れる様々な社会的諸実践の中には、この支配的な制

度の下に未だ組み込まれ切ってはいない部分システ

ムを、つまり能力が共同的なものであることが、「私

－９４－



１２件川：舷fiにおける能力l:鑓についての原理的考察に向けて

をfl:いにMjｶﾞﾘ化された個人であると見なし応ずる枠

組を彼／彼女らに当然視させる、ということが奮え

る。１でみた、人間俘任やその能ﾌﾞﾉを「個体還元上

総的ｊにjiLなすliLなし〃と能ﾉｊｌ{鑓との関係という

，総点を吟える上で、フーコーのこうしたﾙi鏑は参考

になるとM1ｵ)れる゜

IiDそうＩ１，が1111いかけたいのは．Ｉ教育噸念による多様化」

というfll1念にもとづく教祷lil度は、その理念を採用

した撒育ﾙﾘ度ドの学校が災際のところどのような執

行を行うことになるのかに関して不Iiiii定なのではな

いかという雛'１Nがあるからだが、その疑問は、それ

らの学校が、牧育制度に対する人材縫成・配分機能

の煙jjVという「lll:会のリアリテイ」に対応しうるか

という疑問にもつながってくる。黒崎自身も、その

ような礎'１９がありうることを気にかけ、「救脊を理念

によって多様化するということは、教育に対する職

聡的饗ilillを無視することではない。それは、個人の

苑遼の多様な鍵求と職業的要諦とを統合しようとす

るさまざまな教育理念、さまざまな試みを認めるの

である。〔……〕社会的要諭に応えない教育は存在し

えないであろう。しかし．社会的要謂に即応するだ

けでは、教育活動は生徒の＋全な発達を促すものと

はなりえない恐れをひき起こす。学校は自律した教

育機関として、個人の多様な発達の要求と社会的要

謂を統合する自らの独自の教育理念にしたがって教

育活動を行う自由を保障されるべきである。このこ

とによって、救育者は他律的に社会の要請に従属さ

せられるのではなく、個人の発達の多様な要求と社

会的要請とを統合する自らの教育理念にもとづいて

教育活動を行う自由をもつことになる。ここでは当

然、学校（教育）と社会との間に一時的、経過的に

はギャップが生じる。それはあまりに非計画的であ

り．非効率なことだという反論もあるだろう。しか

し、このギャップこそ、〔……〕『経済的にはある穏

度非効率になっても良いから個々の人間の能力の開

発に対し真に教育的な意味で効率的であること』と

いう観点から許容されるべきものである」

（1999a:196-197）と述べている。この引用の第３

文以降は、教育理念による多様化論を採る・採らな

いに関わらず妥当な主張であると、私も考える。た

だ、敷育制度に対する人材養成・配分の要鏑にいか

に応えるかに関する議論を組み込むことを教育制度

論の不可欠の要件に掲げる黒崎であるならば、こう

いう理念にもとづくこういう教育活動・学校経営を

行う学校が、今日的にこの要舗に応えるあり方の典

型であるということも、提起されてしかるべきでは

ないだろうか。
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